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指定難病の方

2026.6.1

　適時・適温による食事の提供

　患者様にご負担いただく食事代（入院時食事療養標準負担額）

５５０円

　１年間の入院日数が９１日目以降

　１年間の入院日数が９０日目まで

　低所得者Ⅰ

　低所得者Ⅱ
２７０円

２２０円

１３０円

３３０円

医療法人社団拓美会玉越病院

当院では、入院中の患者様に安全で美味しく、療養に適した食

事を提供するため、以下の体制を整え「入院時食事療養(Ⅰ)」の

施設基準を満たす医療機関として届出を行っています。

入院時食事療養（Ⅰ）に関するお知らせ

令和８年６月１日より

管理栄養士または栄養士によって管理された食事を、適時（夕食については

午後６時以降）、適温で提供しています。

【当院の標準配膳時間】

朝食：午前８時００分、昼食：午後１２時００分、夕食：午後６時００分

「マイナンバーカード」「限度額適用・標準負担額減額認定証」

等をお持ちの方はご提示ください。なお、食事療養費に要した自

己負担額は高額療養費制度の対象にはなりません。


